
納
税
な
ど
に
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

５
月
８
日
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
感
染
症
法
上
の
位
置
付

け
が
２
類
相
当
か
ら
５
類
に
移
行
し

た
こ
と
に
伴
い
、
市
の
対
応
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
ま
し
た
。

①
市
の
公
共
施
設
に
お
け
る
感
染
防

止
対
策
の
基
本
的
考
え
方
を
示
し

た
「
あ
き
る
野
市
公
共
施
設
に
お

け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
拡
大
防
止
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と

市
内
の
患
者
数
等
を
公
表
す
る
た

め
の
基
準
等
を
示
し
た
「
あ
き
る

野
市
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
者
に
関
す
る
情
報
の
公
表
に
つ

い
て
」
を
廃
止
し
ま
し
た
。

②
自
宅
療
養
者
へ
の
食
料
品
の
支
援

と
パ
ル
ス
オ
キ
シ
メ
ー
タ
ー
の
貸

与
は
終
了
し
ま
し
た
。

③
市
役
所
本
庁
舎
に
お
け
る
感
染
対

策
に
つ
い
て

●
入
口
等
へ
の
消
毒
液
や
検
温
器
の

設
置
は
、
当
面
の
間
継
続
し
ま

す
。

●
カ
ウ
ン
タ
ー
に
設
置
の
ア
ク
リ
ル

板
等
の
仕
切
り
の
設
置
は
、
当
面

乳
幼
児
、
小
・
中
学
生
、
高
校
生

等
、
ひ
と
り
親
、
障
が
い
児
で
、
各

種
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
申
請

す
る
こ
と
で
手
当
や
医
療
費
の
助
成

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

各
種
手
当

▽
児
童
手
当

●
対
象
…
中
学
校
修
了
前
（
15
歳
に

達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31

日
ま
で
）
の
児
童
を
監
護
し
て
い

る
父
、
母
、
養
育
者

●
手
当
額
（
月
額
）

＊
０
歳
～
３
歳
未
満
（
一
律
）
…
１

万
５
千
円

＊
３
歳
～
小
学
校
修
了
前
（
第
１

子
・
第
２
子
）
…
１
万
円

＊
３
歳
～
小
学
校
修
了
前
（
第
３
子

以
降
）
…
１
万
５
千
円

＊
中
学
生
（
一
律
）
…
１
万
円

＊
所
得
制
限
限
度
額
以
上
所
得
上
限

限
度
額
未
満
の
方
（
一
律
）
…
５

千
円

※
所
得
が
所
得
上
限
限
度
額
以
上
の

場
合
は
、
児
童
手
当
は
支
給
さ
れ

ま
せ
ん
。

※
所
得
超
過
に
よ
り
支
給
対
象
外
と

な
っ
て
い
た
方
で
、
令
和
５
年
度

の
所
得
が
所
得
上
限
限
度
額
を
下

回
る
場
合
、
６
月
分
か
ら
支
給
さ

れ
ま
す
。
該
当
す
る
方
は
、
５
月

中
に
申
請
が
必
要
で
す
。

※
監
護
す
る
子
ど
も
（
18
歳
に
達
す

る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま

で
）
の
う
ち
、
年
長
者
か
ら
第
１

子
、
第
２
子
と
数
え
ま
す
。

●
支
給
月
…
６
月
、
10
月
、
２
月

（
前
月
分
ま
で
を
ま
と
め
て
支
給
）

▽
児
童
扶
養
手
当

●
対
象
…
障
が
い
が
あ
る
20
歳
未
満

か
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
３
月
31
日
ま
で
で
、
次
の
い
ず

れ
か
の
状
態
に
あ
る
児
童
（
児
童

福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い
る
方
を

除
く
）
を
監
護
し
て
い
る
父
、
母
、

養
育
者

＊
父
母
が
離
婚
し
た
児
童

＊
父
か
母
が
死
亡
し
た
児
童

＊
父
か
母
に
重
度
の
障
が
い
の
あ
る

児
童

＊
父
か
母
が
生
死
不
明
の
児
童

＊
父
か
母
に
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て

い
る
児
童

＊
父
か
母
が
裁
判
所
か
ら
Ｄ
Ｖ
保
護

命
令
を
受
け
た
児
童

＊
父
か
母
が
法
令
で
１
年
以
上
拘
禁

さ
れ
て
い
る
児
童

＊
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
生
ま
れ
た
児

童
●
手
当
額
（
月
額
）

＊
全
部
支
給
…
４
万
４
１
４
０
円

＊
一
部
支
給
…
４
万
４
１
３
０
円
～

１
万
４
１
０
円

＊
第
２
子
加
算
額
…
全
部
支
給
１
万

４
２
０
円
、
一
部
支
給
１
万
４
１

０
円
～
５
２
１
０
円

＊
第
３
子
以
降
加
算
額
…
全
部
支
給

６
２
５
０
円
、
一
部
支
給
６
２
４

０
円
～
３
１
３
０
円

※
令
和
５
年
４
月
分
か
ら
改
定
さ
れ

ま
し
た
。

※
所
得
な
ど
で
支
給
停
止
に
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

●
支
給
月
…
５
月
、
７
月
、
９
月
、

11
月
、
１
月
、
３
月
（
前
月
分
ま

で
を
ま
と
め
て
支
給
）

▽
児
童
育
成
手
当
（
育
成
手
当
）

●
対
象
…
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

最
初
の
３
月
31
日
ま
で
で
、
児
童

扶
養
手
当
の
対
象
で
あ
る
児
童
を

監
護
し
て
い
る
父
、
母
、
養
育
者

●
手
当
額
（
月
額
）

＊
児
童
１
人
に
つ
き
…
１
万
３
５
０

０
円

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

●
支
給
月
…
６
月
、
10
月
、
２
月

（
前
月
分
ま
で
を
ま
と
め
て
支
給
）

▽
児
童
育
成
手
当
（
障
害
手
当
）

●
対
象
…
20
歳
未
満
で
心
身
に
障
が

い
が
あ
る
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
児
童
を
監
護
し
て
い
る
父
、

母
、
養
育
者
（
児
童
福
祉
施
設
に

入
所
し
て
い
る
方
を
除
く
）

＊
「
愛
の
手
帳
」
１
か
ら
３
度
程
度

ま
で
の
児
童

＊
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
１
か
ら
２

級
程
度
ま
で
の
児
童

＊
脳
性
ま
ひ
、
ま
た
は
進
行
性
筋
萎

縮
症
の
児
童

・
手
当
額
（
月
額
）
…
児
童
１
人
に

つ
き
１
万
５
５
０
０
円

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

・
支
給
月
…
６
月
、
10
月
、
２
月

（
前
月
分
ま
で
を
ま
と
め
て
支
給
）

▽
特
別
児
童
扶
養
手
当

●
対
象
…
20
歳
未
満
で
心
身
に
障
が

い
が
あ
る
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
児
童
を
監
護
し
て
い
る
父
、

母
、
養
育
者
（
児
童
福
祉
施
設
に

入
所
し
て
い
る
方
、
児
童
の
障
が

い
を
理
由
と
す
る
年
金
を
受
給
し

て
い
る
方
を
除
く
）

＊
身
体
障
害
…
お
お
む
ね
「
身
体
障

害
者
手
帳
」
１
か
ら
３
級
程
度
お

よ
び
下
肢
４
級
程
度
の
一
部
の
児

童
＊
知
的
障
害
…
お
お
む
ね
「
愛
の
手

帳｣

１
か
ら
３
度
程
度
ま
で
の
児

童
＊
精
神
障
害
…
右
記
と
同
程
度
の
障

害
を
も
つ
児
童
（
自
閉
症
ス
ペ
ク

ト
ラ
ム
症
等
に
よ
り
日
常
生
活
に

著
し
い
制
限
を
受
け
る
場
合
等
）

＊
複
数
障
が
い
が
あ
る
場
合
は
、

個
々
の
障
が
い
の
程
度
が
右
記
よ

り
軽
度
な
場
合
で
も
該
当
と
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
受
給
資
格
に
該
当
す
る
障
が
い
の

目
安
で
す
。
所
定
の
診
断
書
な
ど

の
判
定
に
よ
り
、
受
給
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
手
当
額
（
月
額
）

＊
手
当
等
級
１
級
…
５
万
３
７
０
０

円
＊
手
当
等
級
２
級
…
３
万
５
７
６
０

円
※
令
和
５
年
４
月
分
か
ら
改
定
さ
れ

ま
し
た
。

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

●
支
給
月
…
４
月
、
８
月
、
11
月

（
原
則
、
前
月
分
ま
で
を
ま
と
め

て
支
給
）

医
療
費
助
成
制
度

▽
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制

度

医
療
機
関
で
支
払
う
申
請
者

と
対
象
児
童
の
医
療
費
（
保
険
診

療
の
自
己
負
担
分
）
を
助
成
し
ま

す
（
所
得
に
よ
っ
て
一
部
負
担
金

有
り
）。

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

●
対
象
…
児
童
扶
養
手
当
の
対
象
者

と
同
じ
で
、
各
種
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
方

▽
乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度

医
療

機
関
で
支
払
う
対
象
の
乳
幼
児
の

医
療
費
（
保
険
診
療
の
自
己
負
担

分
）
を
助
成
し
ま
す
。

●
対
象
…
乳
幼
児
（
６
歳
に
達
す
る

日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま

で
）
を
監
護
し
、
各
種
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
る
方

▽
義
務
教
育
就
学
児
医
療
費
助
成
制

度

医
療
機
関
で
支
払
う
対
象
児

童
の
医
療
費
（
保
険
診
療
の
自
己

負
担
分
）
を
助
成
し
ま
す
。

※
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
所
得
制

限
と
通
院
１
回
当
た
り
２
０
０
円

の
自
己
負
担
を
撤
廃
し
ま
し
た
。

●
対
象
…
小
学
校
１
年
生
か
ら
中
学

校
３
年
生
ま
で
（
15
歳
到
達
後
の

最
初
の
３
月
31
日
ま
で
）
の
児
童

を
監
護
し
、
各
種
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
方

▽
高
校
生
等
医
療
費
助
成
制
度

医

療
機
関
で
支
払
う
対
象
の
高
校
生

等
の
医
療
費
（
保
険
診
療
の
自
己

負
担
分
）
を
助
成
し
ま
す
。

※
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
制
度
を

開
始
し
ま
し
た
。

●
対
象
…
高
校
生
等
（
18
歳
到
達
後

の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
に
あ
る

方
）
を
監
護
し
、
各
種
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
る
方

▽
申
請
・
問
合
せ

子
ど
も
政
策
課

子
ど
も
政
策
係

健
康
の
維
持
増
進
、
生
活
習
慣
病

予
防
に
は
、体
重
管
理
が
大
切
で
す
。

体
重
や
体
脂
肪
が
標
準
以
上
で
減
量

し
た
い
方
、
減
量
を
指
示
さ
れ
て
い

る
け
れ
ど
方
法
が
分
か
ら
な
い
、
上

手
く
い
か
な
い
方
な
ど
に
お
す
す
め

で
す
。
自
身
に
合
う
方
法
を
見
つ
け

て
取
り
組
む
方
法
を
学
び
ま
す
。

▽
日
時

６
月
13
日
㈫
、
７
月
19
日

防
災
・
防
犯
情
報
や
市
か
ら
の
お

知
ら
せ
な
ど
、
メ
ー
ル
配
信
を
行
っ

て
い
ま
す
。
配
信
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
事
前
登
録
が
必
要
で
す
。

※
登
録
さ
れ
た
全
て
の
方
に
「
広
報

あ
き
る
野
」
の
情
報
を
配
信
し
て

い
ま
す
。

▽
登
録
の
流
れ

①
「t-ak

iru
n
o@

sg
-m

.jp

」

に

空

メ
ー
ル
を
送
信
す
る
か
、
次
の
２

次
元
コ
ー
ド
を
読
み
取
り
、
空

メ
ー
ル
を
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

※
一
部
機
種
で
登
録
で
き
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

②
空
メ
ー
ル
送
信
後
「
仮
登
録
メ
ー

ル
」
が
届
き
ま
す
。
記
載
さ
れ
て

い
る
「
登
録
用
Ｕ
Ｒ
Ｌ
」
に
ア
ク

セ
ス
し
ま
す
。

※
「
仮
登
録
メ
ー
ル
」
が
届
か
な
い

場
合
は
、
迷
惑
メ
ー
ル
フ
ォ
ル
ダ

に
振
り
分
け
ら
れ
て
い
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
「@

sg
-m

.jp

」
ド

メ
イ
ン
、
ま
た
は
「ak

iru
n
o@

sg
-m

.jp

」
か
ら
の
メ
ー
ル
の
受

信
を
許
可
す
る
設
定
に
し
て
く
だ

さ
い
。

③
利
用
規
約
を
確
認
の
上
「
メ
ー
ル

配
信
に
同
意
す
る
」
を
選
択
し
ま

す
。

④
内
容
に
従
っ
て
配
信
を
希
望
す
る

項
目
を
選
択
し
、
登
録
し
ま
す
。

⑤
「
本
登
録
完
了
の
お
知
ら
せ
」

メ
ー
ル
が
届
き
ま
し
た
ら
、
登
録

完
了
で
す
。

▽
登
録
に
困
っ
た
ら

登
録
で
分
か

ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

「
よ
く
あ
る
お
問
い
合
わ
せ
」
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
携
帯
電
話
会
社
ご
と
の
迷
惑
メ
ー

ル
の
設
定
方
法
も
確
認
で
き
ま

す
。

▽
問
合
せ

市
長
公
室

の
間
継
続
し
ま
す
。

④
五
日
市
出
張
所
等
の
公
用
施
設
な

ど
は
、
市
役
所
本
庁
舎
の
対
応
に

準
じ
ま
す
。

▽
問
合
せ

健
康
課
予
防
推
進
係

（
直
通
５
５
８
・
１
１
９
１
）

㈬
、
12
月
13
日
㈬

午
後
１
時
30

分
～
３
時
30
分

※
９
月
～
11
月
の
間
に
個
別
に
体
組

成
の
測
定
日
を
設
け
ま
す
（
自
由

参
加
）。

▽
場
所

市
役
所
内

▽
内
容

専
門
職
に
よ
る
講
話
や
相

談
、
体
組
成
測
定
な
ど

▽
講
師

健
康
課
保
健
師
、
管
理
栄

養
士

▽
対
象

市
内
在
住
・
在
勤
の
方

▽
定
員

20
人
（
抽
選
）

▽
持
ち
物

筆
記
用
具

▽
費
用

無
料

▽
そ
の
他

各
回
ご
と
に
内
容
が
異

な
る
た
め
、
全
３
回
参
加
可
能
な

方
を
優
先
し
ま
す
。
参
加
者
に

は
、
後
日
詳
細
を
通
知
し
ま
す
。

▽
申
込
み
方
法

５
月
31
日
㈬
ま
で

に
電
話
か
電
子
申
請
で
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ

健
康
課
健
康

づ
く
り
係
（
直
通
５
５
８
・
１
１

８
３
）

電子申請
よくある

お問い合わせ

空メール送信

（3） 令和５年（2023年）５月15日  あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が

５
類
に
移
行
さ
れ
ま
し
た

手
当
や
医
療
費
助
成
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